
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成30年３月28日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県規則第４号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（平成４年静岡県規則第63号）の一部を次のように改正す 

る。 

改正前 改正後 

（最終処分場埋立終了届出台帳の閲覧の請 

求） 

第23条 法第19条の11第３項の規定による閲覧

の請求をしようとする者は、様式第26号によ

る最終処分場埋立終了届出台帳閲覧請求書を

提出しなければならない。 

別表第１ （略） 

 提出書類 経由機関 

 （略） 

16 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最終処分場埋立終了届出台帳の閲覧の請 

求） 

第23条 法第19条の12第３項の規定による閲覧

の請求をしようとする者は、様式第26号によ

る最終処分場埋立終了届出台帳閲覧請求書を

提出しなければならない。 

別表第１ （略） 

 提出書類 経由機関 

 （略） 

16 （略） 

17 省令第13条の３の

規定による有害使

用済機器保管等届

出書 

有害使用済機器

の主たる保管の

場所の所在地を

組織規則第20条

第４項の規定に

より管轄する健

康福祉センター

の長又は有害使

用済機器の処分

が行われる施設

のうち主たるも

のの設置場所を

組織規則第20条

第４項の規定に

より管轄する健

康福祉センター

の長（以下これ

らを「主要有害



 

17 （略） 

18 （略） 

19 （略） 

20 （略） 

21 （略） 

22 （略） 

23 （略） 

24 （略） 

別表第２ （略） 

 提出書類 経由機関 

 （略） 

４ （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済機器保管

場所等管轄健康

福祉センター所

長」という。 ） 

18 省令第13条の４の

規定による有害使 

主要有害使用済

機器保管場所等 

 用済機器保管等変

更届出書 

管轄健康福祉セ

ンター所長 

19 省令第13条の11の

規定による有害使

用済機器保管等廃

止届出書 

主要有害使用済

機器保管場所等

管轄健康福祉セ

ンター所長 

20 （略） 

21 （略） 

22 （略） 

23 （略） 

24 （略） 

25 （略） 

26 （略） 

27 （略） 

別表第２ （略） 

 提出書類 経由機関 

 （略） 

４ （略） 

５ 省令第８条の38の

４の規定による二

以上の事業者によ

る産業廃棄物の処

理に係る特例認定

申請書 

主要営業区域管

轄健康福祉セン

ター所長又は産

業廃棄物の処分

が行われる施設

のうち主たるも

のの設置場所を

組織規則第20条

第４項の規定に

より管轄する健

康福祉センター



 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 産業廃棄物の処

分が行われる施

設のうち主たる

ものの設置場所

を組織規則第20

条第４項の規定

により管轄する

健康福祉センタ

の長（以下「主

要施設管轄健康

福祉センター所

長」という。 ） 

６ 省令第８条の38の

６の規定による二

以上の事業者によ 

主要営業区域管

轄健康福祉セン

ター所長又は主 

 る産業廃棄物の処

理に係る特例認定

変更申請書 

要施設管轄健康

福祉センター所

長 

７ 省令第８条の38の

８の規定による二

以上の事業者によ

る産業廃棄物の処

理に係る特例認定

変更届出書 

主要営業区域管

轄健康福祉セン

ター所長又は主

要施設管轄健康

福祉センター所

長 

８ 省令第８条の38の

10の規定による二

以上の事業者によ

る産業廃棄物の処

理に係る特例認定

廃止届出書 

主要営業区域管

轄健康福祉セン

ター所長又は主

要施設管轄健康

福祉センター所

長 

９ 

 

省令第８条の38の

11の規定による二

以上の事業者によ

る産業廃棄物の処

理に係る特例認定

報告書 

主要営業区域管

轄健康福祉セン

ター所長又は主

要施設管轄健康

福祉センター所

長 

10 （略） 主要施設管轄健

康福祉センター

所長 

 

 

 

 

 



ーの長（以下 

「主要施設管轄

健康福祉センタ

ー所長」とい 

う。 ） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

10 （略） 

11 （略） 

12 （略） 

13 （略） 

14 （略） 

15 （略） 

16 （略） 

17 （略） 

18 （略） 

19 （略） 

20 （略） 

21 （略） 

22 （略） 

23 （略） 
 

 

 

 

 

 

11 （略） 

12 （略） 

13 （略） 

14 （略） 

15 （略） 

16 （略） 

17 （略） 

18 （略） 

19 （略） 

20 （略） 

21 （略） 

22 （略） 

23 （略） 

24 （略） 

25 （略） 

26 （略） 

27 （略） 

28 （略） 

 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

 


